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令和５年度工事監査の結果について（提出） 

 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づき実施した工事監査の

結果を、同条第９項の規定により別紙のとおり提出します。 

 なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じたと

きは、同条第１４項の規定により通知願います。 
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令和５年度 工事監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定に基づく監査 

 

２ 監査の対象 

工事件名 ： ５．市立第九小学校東校舎棟中規模改造ほか工事 

所 管 課 ： 教育部教育総務課   （工事発注部署） 

 都市建設部施設建設課 （工事施工部署） 

 総務部管財課     （契約担当部署） 

 

３ 監査の期間 

令和５年７月２０日から令和５年１２月２０日まで 

 

４ 監査の主眼及び方法 

監査に当たっては、東久留米市監査基準（令和２年東久留米市監査委員規

程第１号）に準拠し、工事の計画、設計及び施工等が法令等に基づいて、適

正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書面及び実地調査並

びに関係職員からの説明聴取により実施した。 

なお、技術面については、公益社団法人日本技術士会に工事技術調査業務

を委託して実施した。 

 

５ 実地調査日 

令和５年１０月１２日 

 

 

第２ 工事の概要 

本工事は、東久留米市施設整備プログラムに基づいて、中規模改造工事を実施

するものである。 

改修に当たっては、外壁及び屋上防水、鉄骨階段などを改修するとともに、別

棟にある職員室と校長室を同一棟とするため、校長室と特別支援教室の入れ替え

工事を行う。併せて、教育環境の改善のため、家庭科室に空調機新設工事を行う。 

なお、本工事は、建築、電気設備、機械設備の３つの工事からなっている。 
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１ 工事件名 ５．市立第九小学校東校舎棟中規模改造ほか工事 

 

２ 工事場所 東久留米市滝山三丁目２番３０号 

 

３ 建物概要 

・東校舎棟  地上３階建・鉄筋コンクリート造（延床面積 1,527㎡） 

・渡り廊下(1) 地上３階建・鉄骨造（延床面積 32㎡） 

・渡り廊下(2) 地上１階建・鉄骨造（延床面積 61㎡） 

 

４ 工事請負者 

（１）建築工事 

  ・事 業 者 名 篠木工務店株式会社 

  ・契 約 金 額 ８１，９２８，０００円（消費税込み） 

  ・契約年月日 令和５年６月１６日 

  ・工   期 令和５年６月１９日～令和５年１１月１７日 

（２）電気設備工事 

  ・事 業 者 名 進栄電気工事株式会社 

  ・契 約 金 額 １５，３２８，５００円（消費税込み） 

  ・契約年月日 令和５年７月２７日 

  ・工   期 令和５年７月２８日～令和５年１１月１７日 

（３）機械設備工事 

  ・事 業 者 名 株式会社島崎工業所 

  ・契 約 金 額 ３１，６８０，０００円（消費税込み） 

  ・契約年月日 令和５年６月２０日 

  ・工   期 令和５年６月２１日～令和５年１１月１７日 

 

 

第３ 監査の結果 

対象工事については、「第１ 監査の概要 ４ 監査の主眼及び方法」のとお

り監査した限りにおいて、概ね適正かつ効率的に執行されているものと認められ

た。 

なお、技術的な観点を踏まえた所見は、次のとおりである。 
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１ 計画 

計画については、東久留米市施設整備プログラムや東久留米市第２次教育

振興基本計画に基づいて進められており、市民に十分説明できる内容になっ

ていると判断する。 

 

２ 設計 

設計については、指名競争入札により選定された設計事務所に委託して実

施している。要求された改修を制限された条件の中で効率よく配置され、価

格的にも合理的な設計がなされていると判断する。 

 

３ 積算 

積算については、建物の劣化状態改善を含む工事費として価格が抑えられ

た妥当な設定であろうと判断する。 

 

４ 契約 

入札については、すべて電子入札による指名競争入札及び希望制指名競争

入札で実施されており、いずれの選定及び決定過程も規定に準じて行われて

いると判断する。 

 

５ 施工 

施工については、施工計画、施工要領に準じてルールに則り工程通りに進

められている。施工体制、安全管理、品質・出来形管理、工程管理など適正

に行われており、工事監理及び施工管理は適正に行われていると判断する。 

 

 


